
平成25年 11月 十 日

柔道整復師にかかられた方ヘ

大切なお知らせとお願い。

日頃より、値廃保険組合の事業運営にご理解・ご協力をR昴り、ぼく仰斗L申 し上げます。

鮮は0カ 月を超えて案道整侵師の施術を受けておられますので、

今後も継続される場合は自費での支払いに切轡をお願いし普す。

発道整槙師は医師ではありませんので、本来値庶保険肌は使えませんが、急なケガの

応急処置として一部、特別に償廃保陰駆が使える制度があります。

健茂保険証が使える負傷は、私性月亜急性の骨折、月比日、打撲、捻挫のみで、リウマチ

_…や背挺伊摯神圧、ヘルニアによる痛み、隠ヨリ、筋肉成第、り、ハビ|】 は含まれないことと、

療婆費の文給幾準で決められています。

この決められた基準内で過正な給付を行うため、3ヶ月を超えて継続する場合|ま継続が

必要な理由書を提出することになってい吉す。

この理由曽が榔められた場合でも、さらに3ヶ月以上の継統は船められませんので、6ケ

月を経過した整骨院じ横骨院の施術は催臓保険証が使えません。全領自費での支払を

お鳳いします。

健臓保険組合から整骨除n機骨院への支払いは、毎月約700万円で年間8400万円と

大変甫額になっていますロ

挫骨院・様母院の問遠つたかかり方も健鷹保険料の値上げの原因となりますのでご理解

とご了承お耐いします。
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